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○取手市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱 

平成２９年３月３１日 

告示第８３号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は，高齢者その他地域の住民の福祉の向上を図るため，介護保険法（平成

９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）を実施する団体に対し，取手市介護

予防・日常生活支援総合事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し，

取手市補助金等交付規則（昭和４３年規則第２３号）に定めるもののほか，必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において使用する用語は，法及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイ

ドライン（平成２７年老発０６０５第５号）において使用する用語の例による。 

（補助対象団体） 

第３条　補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は，次に掲げる

要件を満たす団体とする。 

(1)市内に所在する団体であること。 

(2)次のアからエまでのいずれかに該当する団体であること。 

ア社会福祉法人 

イ特定非営利活動法人 

ウ地域住民が主体となり，地域に根ざした活動を行っている団体 

エその他市長が適当と認める団体 

(3)自主的及び自発的に第５条に規定する補助対象事業を遂行できること。 

(4)法第１１５条の４６第３項に規定する地域包括支援センターと連携していること。 

２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する団体は，補助対象団体としな

い。 

(1)政治活動又は宗教活動を行っている団体 

(2)営利事業又はこれに類する事業を行っている団体 

３　第１項の規定にかかわらず，市長は，補助金の交付を受けようとする補助対象団体が複

数ある場合においては，そのうちから補助金を交付すべき補助対象団体を選考することが

できる。 
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（会計処理） 

第４条　補助金の交付を受けようとする補助対象団体は，会計責任者を設置し，事業に係る

経費について，予算，決算等の会計処理を適正に行わなければならない。 

（補助対象事業） 

第５条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，次に掲げる

総合事業（第７条第１項の規定による補助金の交付申請時において事業が完了しているも

のを除く。）とする。 

(1)次のアからエまでに掲げる事業であって，当該事業の利用者が１か月当たり５人以上で

あるもの 

ア訪問型サービスB 

イ訪問型サービスD 

ウ栄養改善を目的とした配食 

エ住民ボランティア等が行う見守り 

(2)通所型サービスB又は地域介護予防活動支援事業であって，次のアからウまでに掲げる

要件を満たすもの 

ア次の（ア）から（オ）までに掲げる介護予防に係る活動（以下「介護予防プログラム」

という。）をそれぞれ年１回以上実施していること。 

(ア)運動機能の向上プログラム 

(イ)口腔機能の向上プログラム 

(ウ)認知症及び閉じこもり予防プログラム 

(エ)栄養改善プログラム 

(オ)その他介護予防に寄与すると認められる活動 

イ通所型サービスBにあっては，介護予防プログラムを６か月以上の期間内において，１

週間当たり１日以上実施し，かつ，１日当たり２時間以上実施することが見込まれ，

当該事業の利用者が１か月当たり５人以上であること。 

ウ地域介護予防活動支援事業にあっては，介護予防プログラムを６か月以上の期間内に

おいて，２週間当たり１日以上実施し，かつ，１日当たり９０分以上実施することが

見込まれ，当該事業の利用者が１か月当たり２０人以上であること。 

２　前項の規定にかかわらず，国，県，市その他地方公共団体等から補助金を受けている事

業は，補助の対象としない。ただし，訪問型サービスDにあっては，この限りでない。 

（補助対象経費等） 
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第６条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。），補助金の額等

は，別表のとおりとする。 

２　別表に規定する事業を開始するに当たり必要な経費に係る補助金は，補助対象事業の開

始年度に限り，予算の範囲内において交付する。 

３　別表に規定する事業の運営に必要な経費（以下「運営費」という。）に係る補助金は，

開始年度から起算して３年以内に限り，予算の範囲内において交付する。ただし，地域介

護予防活動支援事業の運営費に係る補助金にあっては，開始年度から起算して４年度目以

降も継続して交付することができる。 

（補助金の申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者（以下「申請者」という。）

は，取手市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付申請書（様式第１号）に，次に掲

げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

(1)団体概要書 

(2)事業計画書（地域介護予防活動支援事業にあっては，活動計画書） 

(3)収支予算書 

(4)規則，定款，規約，会則その他これに準ずるものの写し 

(5)団体の構成員の名簿 

(6)前年度の活動報告書及び収支決算書の写し（補助金対象事業の開始年度に設立された団

体を除く。） 

(7)その他市長が必要と認める資料 

２　前項の規定による申請は，補助金対象事業の実施年度の４月１日から７月３１日までの

間に行わなければならない。ただし，市長がやむを得ない事情があると認めるときは，こ

の限りでない。 

（補助金の交付決定） 

第８条　市長は，前条第１項の規定による申請を受けたときは，当該申請の内容を審査し，

補助金の交付を適当と認めるときは，取手市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付

決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２　市長は，前項の規定による審査の結果，補助金の交付を不適当と認めるときは，理由を

付してその旨を申請者に通知するものとする。 

３　市長は，前２項の規定による決定をしたときは，取手市生活支援体制整備事業実施要綱

（平成２９年告示第８２号）に規定する協議体に報告するものとする。 
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（概算払） 

第８条の２　市長は，補助対象事業の円滑な実施のためその他特に必要があると認めるとき

は，事業を開始するに当たり必要な経費に係る部分に限り，概算払により補助金を交付す

ることができる。 

２　前条第１項の規定による補助金の交付決定を受けたもの（以下「交付決定者」という。）

は，前項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは，前条第１項の

規定による交付決定を受けた後に，取手市介護予防・日常生活支援総合事業補助金概算払

請求書（様式第２号の２）を市長に提出しなければならない。 

（事業の変更等） 

第９条　交付決定者は，当該交付決定を受けた事業（以下「交付決定事業」という。）の内

容若しくは交付決定事業に要する経費の配分を変更し，交付決定事業の全部若しくは一部

を中止し，又は交付決定事業を廃止するときは，速やかに取手市介護予防・日常生活支援

総合事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）に，第７条第１項各号に掲げる書

類のうち内容に変更があったものを添えて，市長に提出しなければならない。 

２　市長は，前項の規定による申請を受けたときは，その内容を審査し，適当と認めるとき

は，取手市介護予防・日常生活支援総合事業変更（中止・廃止）承認通知書（様式第４号）

により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条　交付決定者は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める期日までに，取

手市介護予防・日常生活支援総合事業実績報告書（様式第５号）に実施内容報告書及び収

支決算書を添えて，市長に提出しなければならない。 

(1)交付決定事業が完了した場合　当該完了した日の属する年度の末日 

(2)交付決定事業の全部を中止し，又は廃止した場合　当該中止し，又は廃止した日の翌日

から起算して１０日を経過した日 

（補助金の額の確定） 

第１１条　市長は，前条の規定による実績報告を受けたときは，その内容を審査し，適当と

認めるときは，交付すべき補助金の額を確定し，取手市介護予防・日常生活支援総合事業

補助金交付額確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 



取手市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱

-5-

第１２条　交付決定者は，前条の規定による通知を受けたときは，当該通知を受けた日の翌

日から起算して１０日以内に，取手市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付請求書

（様式第７号）を市長に提出し，補助金の交付を請求しなければならない。 

２　市長は，前項の規定による請求を受けたときは，速やかにその内容を審査し，適当と認

めるときは，交付決定者に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１３条　市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2)補助金を他の用途に使用したとき。 

(3)交付決定事業を変更し，又は中止し，若しくは廃止したとき。 

(4)交付決定事業の変更その他の理由により，既に交付した補助金に残余があると認められ

るとき。 

(5)交付決定事業を遂行することができなくなったとき。 

(6)前各号に掲げるもののほか，補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し，

又は従わなかったとき。 

（補助金の返還） 

第１４条　市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，当該取

消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは，交付決定者に対し，期限を定

めてその返還を命ずることができる。 

（書類の保管） 

第１５条　交付決定者は，補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え，補助金の交付を受

けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間，当該帳簿その他関連書類を保存するも

のとする。 

（その他） 

第１６条　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付　則 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

付　則（平成３１年告示第４２号） 

（施行期日） 

１　この要綱は，平成３１年３月１４日から施行する。 
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（経過措置） 

２　改正後の第１０条の規定は，平成３０年度以後に取手市介護予防・日常生活支援総合事

業補助金の交付決定を受けた者について適用し，平成２９年度以前に取手市介護予防・日

常生活支援総合事業補助金の交付決定を受けた者については，なお従前の例による。 

付　則（令和２年告示第９５号） 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

付　則（令和４年告示第７３号） 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

付　則（令和４年告示第１８２号） 

この要綱は，令和４年７月１３日から施行する。 

付　則（令和５年告示第９２号） 

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

備考　補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てる。 

 
補助対象経費 内容 補助金の額

 
事業を開始す

るに当たり必

要な経費

改修費 建物等の改修費 補助対象経費の合計額と

し，２０万円を上限とする。
 

備品購入費 事業に要する備品等の購入費

 
事業の運営に

必要な経費

使用料及び賃借料 会場及び資機材等の借上料並

びに建物等の家賃

補助対象経費の合計額と

し，１５万円を上限とする。

ただし，地域介護予防活動

支援事業に係る４年度目以

降の補助対象経費は，１０

万円を上限とする。

 
報償費 講師等の謝礼

 
消耗品費 事業に要する消耗品費

 
材料費 食事を提供する場合の材料の

購入費
 

印刷製本費 チラシ，ポスター等の印刷製

本費
 

通信運搬費 郵便代等
 

保険料 行事保険料
 

旅費 講師等の交通費
 

その他の経費 市長が特に必要と認める経費
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